
一
般
国
道
の
指
定
区
間
を
指
定
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
参
照
条
文

○

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
（
抄
）

（
国
道
の
維
持
、
修
繕
そ
の
他
の
管
理
）

第
十
三
条

前
条
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
国
道
の
維
持
、
修
繕
、
公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
（

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
災
害
復
旧
事
業
（
以
下
「
災
害
復
旧
」
と
い
う
。
）
そ
の

他
の
管
理
は
、
政
令
で
指
定
す
る
区
間
（
以
下
「
指
定
区
間
」
と
い
う
。
）
内
に
つ
い
て
は
国
土
交
通
大
臣
が
行
い
、
そ
の

他
の
部
分
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
が
そ
の
路
線
の
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
存
す
る
部
分
に
つ
い
て
行
う
。

２
～
６

（
略
）

○

一
般
国
道
の
指
定
区
間
を
指
定
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
百
六
十
四
号
）
（
抄
）

一
般
国
道
の
指
定
区
間
は
、
北
海
道
の
区
域
内
に
存
す
る
区
間
並
び
に
別
表
上
欄
に
掲
げ
る
路
線
名
の
一
般
国
道
の
同
表

下
欄
に
掲
げ
る
区
間
及
び
こ
れ
ら
の
区
間
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
に
お
い
て
同
表
の
当
該
区
間
に
係
る
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
路

線
名
の
一
般
国
道
と
重
複
す
る
道
路
の
部
分
を
有
す
る
一
般
国
道
で
同
表
上
欄
に
そ
の
路
線
名
が
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
も
の

の
当
該
重
複
す
る
区
間
と
す
る
。

別
表

（
略
）


